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須田こうへい

｜｢ ピ ン チ を チ ャ ン ス に!｣ ・・･コ ロ ナ 新 時 代 の 改 革 を 推 進

新11 コロナ!1 染症拡 大により｡医療 的にも経済的にも大 変深刻 なダメージを受 けております ふ かし､的

を向いて力 強く県 政を再 生させ ていか ねばなりませ ん｡今こそ､｢ ピンチをチャンスに｣ の発 想が必 要です3

かって は時差通勤 もままならなかったところ､コロナ梢の影響で急 速にりモードワーク導 入が進みましたっ

ｗＥＢミー７－インクがｉ たり前 になることで､利 便性を貰感した方も多いのではないでしょうか｡自治体 のＤｘ

(－デジタル変 革jをコロナ新時 代の重点 政策とし､住民月線での行政サービス向 日 こ努 めてまいります。

会搬の代 表袁la]においてｉ 行 政手続 のIcr 化を取りllげ､r 出 来るだけ？い時 期に全ての行政ｆ 続

きが オンライン化で きるよう全力で 対応していく|との 答弁が引出されました。

須田こうへ いも県濡会での 一般貸岡 で|)x を取り1;げ､県 職 口のllモードワーク実現を目標 に､１ 行政

霊 麹のペー パーｋ 芯北 仝lろ11効患 北Ｌ 二厩前 進させ､令和の1 新しい当たり前｣をつく９てまいります。

’ 鏃 囲 ド フ

ブ¨s 長の濃さcl皿　　ゝ/
ｾﾞ Ｈ 田 田4

n

｡

4･.（.. 。,, 。ヽt,｡lnl
Ｓ 呻illl 県ｌ 爽 曙 尚.･喝 ぷ 弔り ｉ

・ Ｓ Ｉ●Ｘ Ｅｌ ｉ ＳＳ ｒｌ 員 ｉ 公

職 匈 ●・ 慟 入●F/ 一つ －. 皿Ｓ

代 ｌ ｇ 郷９ 辱 鸞・ 卜 ・ ●Ｓ 田 大

学 冑 事・g ・rl 認 遡ｌｌ 午 少 隠

皿● て 友 唇4 Ξ廿.R 冑 少 Ｓ 瘤 縛 胃回 難
蒸B 開田
置17訟回H

【立憲民 主党 会派･旭区署名 スポット】

○犀 内スポット

県議会議 員　 煩U｣ こうへい事務所

鶴ヶ峰2 －9一日　 ビッグフィールド2F-2

TE1080-8203 －8800

※受付時 間　 毎LIH:00 ～16:00

期川中も新 たに受任 名'(署名集め サポーター)

になれます｡ 署名簿のお届けに仙います｡

○ 屋外 スポ外

･左 近山団 地

※受付時 間　 水 曜日10:00～12:00

･若葉台団 地

※受付時 間　 木曜[]10:00～12:00

･光がＲ剛 地

※受付時｢1　 金曜LJtO:00～12:00

※屋 外署名スポットは､雨大時は開 設いたしません･



rli●・TI ● ● 同 一 労 働 同 一 賃 金 を 目 指 し て 冲寛川人零111 ;ｉ山

私の母はパートの介護職員として日々慟いています｡介護職は

激務な上に 人 手不足が深刻化しているため､あまり良いイメージを

持てない人も多いのではないでしょうか? 今後ますます需要が高まる

介護業界を支えるためには､第一に､慢性的な人手不足を解消する

必要があります｡そこで有効な手段の一 つとして､｢同一 労働同一賃金

を促すこと｡を取り上げたいと思います。
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慢性的な人手不足を解消するためには､少しの時間でも､多くの人が介護職を始められ

るような環境整備が必要です｡まずは給料に見合っていないのではという世間のイメージ

を払拭することから始めなければなりません｡ 正社員と非正規社員の所得格差が近年社会

問題となっていますが､介護職も例外ではありません｡その背景には､非正規雇用者の著し

い増加が挙げられます｡2020 年から｢同一労働同一 賃金ガイドライン｣が施行されたことに

より､少しずつ所得格差を縮める風潮は広まりつつありますが､非正規雇用に対する処遇巴

現状は､まだ決して良いものとは言えません。

これからの時代で重要になってくるのは､いかに個人の能力か認められる社会になるの

か､ということでしょう｡正規雇用と非正規雇用の賃金格差を少しでも縮めるためには､何が

同一で､何か異質なのかを｢見える化｣することが重要です｡業務内容や責任にどれほどの

違いがあるのか､そこに個人の能力､意 欲､成果を反映させた正しい賃金設定が行われて

いるのかを､ 企業側が丁寧に説明できるようになる必要性があります｡企業側も労働者側

も､お互いが心地よく業務を全うできるようになれば､介護職に興味がある人も増え､人手

不足が少しずつでも解消されていくのではないかと思っています。

介 護と仕 事 の 両立 につ い て　　 法政大？1年胃酸

高齢化社会が進む昨今､育児と仕事の両立と同様に介護と仕事の両立も日本社会にお

ける課題の一つです｡以前は､親の介護は娘や嫁が担うことであるという風潮が強かった

のですが､女性の社会進出が進み､共働き家庭が増加している以上､男性も避けては通れ

ない道です。

介護と仕事を両立する上で最も問題視されているのが｢ ケアハラスメント｣です｡現在では

考えか変わりつつありますが､自身やパートナーの出産･ 育児を理由に休 暇を取ったり､勤

務時間を調整することは会社側 からは疎まれやすいことです｡介護も同じです｡介護負担

を理由に役職から降格させられてしまうケースが存在します｡そのため社員が介護をして

いることを会社に隠す｢介護隠し｣が増加しています｡会社側から適切なサポートを受けら

れずに無理に介護を行い､結果として介護離職を招いてしまいます。
この問題を 解決するためには､会社側が介護についての理解を深め､積極的なサポート

を行うべきです｡育児とは違って､介護は親の要介護度や介護に当たることのできる親族

の人数など､個々で事情が異なるのでそれぞれに対応したサポートが必要です｡会社側が

介護情報の提供を行ったり､上司が社員の相談に積極的にのることで､社員も介護と仕事
の 両立 が しや すくなりま す。

私 の 母 はお じと協 力 しな がら祖 母 の 介護 を 行ってい ました。

母 はパ ートとして 働い てい る ので 介護 との 両立 は 易 かったと

思 わ れま す｡しかし､ 介腰 をしな がら 正 社員として 働くことを

望 む人 も 多い の で､ 会 社側 の サ ポートは 必 要 不可 欠で す。

（参考〉 統合法令出版 前川孝加 他 驀7この一冊でポイントがわかるダイ/

ノンターンレポート
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